
　　　　

2026 年 2 月 6 日

8 時 30 分から 17 時 30 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

主な行事等

4月　お花見　／　5月　運動会（きょうだい支援）　防災訓練　保護者会　／　6月　親子遠足　　／　7月　七夕　夏祭り（きょうだい支援）　／　8月　水遊び　／　9月　園との交
流会　防災訓練　保護者会　／　10月　ハロウィン交流会　防犯訓練　／　11月秋祭り(地域支援)　／　12月　クリスマス会（きょうだい支援）保護者会　／　1月初詣　正月遊び　防
災訓練　／　2月　節分　／　3月　ひな祭り　卒業パーティー　お花見　保護者会

（別添資料１）

家族支援

・ご家族からのご相談では居宅訪問での相談支援、事業所内相談支援、きょう
だい支援、グループでの相談支援を実施しております。また、年に3回行う保
護者会では保護者向けの勉強会やご家族同士の連携の場を提供しています。 移行支援

・移行支援は関係機関全体でサポートに入ります。また、移行に向けて
のご相談や、情報提供なども専門職が対応し、安心して移行できるよう
支援をします。
・地域の学校などと定期的な交流会を実施します。

地域支援・地域連携

・医療機関、学校、園、福祉機関などと連携を図り地域の中で安心して暮らし
ていけるようサポートを行います。
・行政や関係機関に呼びかけを行い、鹿児島県医療的ケア児等支援センターよ
り講師を派遣し、年に１回医療的ケア児に関する研修会を当事業所で行ってい
ます。

職員の質の向上

・外部研修、内部研修は受講後の報告と職員への伝達研修を行っていま
す。また、事業所内では基本的な知識、重心・医療的ケアに必要な知
識、支援技術の研修を専門職員が中心となり定期的に勉強会を実施して
います。
・緊急時の対応の訓練を月に1回全職員が参加し、緊急時もチームで対応
できる体制を作っています。

支　援　内　容

・利用児が安心安全に過ごせるように保護者や関係機関と健康状態を共有します。
・ご家庭に近い形での身体的・医療的ケアを行えるように保護者と密にケアの方法を確認します。
・利用日毎に学校と保護者からの申し送りを受け、バイタルチェック、全身状態、呼吸状態の確認を行い細かな状態の観察を行います。
・重症心身障害児や医療的ケアが必要な利用児が、安心安全に入浴支援を受けられるように特殊浴槽を設置しています。

・日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や運動・動作の改善、関節の拘縮や変形の予防を行います。
・個々の成長発達に応じたハビリテーションや、日頃取らない姿勢の経験を重ね対応できる力をつけていきます。
・活動時には専門職がチームで支援に入ることで、色んな方面から運動機能や感覚機能の成長発達を促していきます。

本
人
支
援

・日常生活動作や意思の表出方法の獲得が図れるように、専門職が評価を行うことで、できる動作を増やして生活や活動の幅が広がるように支援をします。
・季節のイベントや製作等を通して季節を感じれる活動を提供します。

・意思決定の場面に繋がるように専門職がコミュニケーションの方法を評価します。活動時には自己決定の場を増やし、長期休みには将来を見据えた余暇の意思決定支援を行います。
・多くのアセスメント情報より職員が利用児の気持ちを読み取り代弁者となり、他者とのコミュニケーションに繋げます。

・学校や地域の方と交流する機会を計画して、社会参加が出来る環境を提供します。
・様々な人と関わりを通して色々な経験を積み人間関係や社会性を培っていきます。

支援方針

・将来を見据えた発達支援やハビリテーションを保護者や関係機関と共有することで利用児が安心して地域の中で生活できるような支援を行います。
・心身の成長を専門職がサポートして、利用児が安心して日常生活を送れるように支援をします。
・安全な活動提供ができるように利用児、保護者への事前説明や、事業所での訓練を安全計画書に基づいて実施します。
・ご家族がいつでもご相談できる環境を作り、専門職がご相談に対応します。
・本児、保護者が安心して移行できるように関係機関と連携を図り移行支援のサポートを行います。

営業時間 送迎実施の有無

法人（事業所）理念
１、あたなの人権と尊厳を大切にします　１、誰もが支え合う地域の力となれるよう努めます　１、あたたかい社会つくりに努力と研磨を続けます。１、活力と透明性のある経営を目
指します。

事業所名 コミュニティケアぺんぎん　放課後等デイサービス 作成日支援プログラム（参考様式）


